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みんなのえどがわ健康いきいきプラン
（江戸川区健康増進計画2023-2030）

策定趣旨

• 様々な健康づくりの取組により国民の健康寿命は着実に延伸
• 区ではがんなど生活習慣病による死亡が多く、全国と比較して平均寿命が短い
• 少子高齢化、生活様式などの社会変化、多様化への対応が必要
• 2100年の江戸川区共生社会ビジョン、2030年の江戸川区SDGsビジョンを策定

より実効性のある健康づくり施策を推進するため、
SDGsビジョンを具体化する個別計画を策定（R5.9）



基本理念
2030年の江戸川区SDGsビジョン
【目指すべき姿】

“区民一人ひとりが希望を持ち、
多様性にあふれた、自分らしく輝けるまち”

【目標】
“誰もが健康を心がけ、いきいきと暮らしている”

計画期間

令和５（2023）年度から令和12（2030）年度までの８年間

1. 「2100年の江戸川区（共生社会ビジョン）」及び
「2030年の江戸川区（SDGsビジョン）」
を健康増進の面から推進・実現するための個別計画

2. 健康増進法第８条に基づく市町村健康増進計画（努力義務）

位置づけ

＋
更なる健康寿命の延伸を図る
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みんなのえどがわ健康いきいきプラン
（江戸川区健康増進計画2023-2030）

誰もが健康を心がけ、いきいきと暮らしているまちを実現し、
更なる健康寿命の延伸を図る

計画の体系

がん・生活習慣病対策 生活習慣の改善 生涯を通じた健康づくり
健康を支える社会環境の整備

がんの予防と早期発見
生活習慣病の予防

栄養・食生活
運動
休養・睡眠
歯・口腔の健康
たばこ・飲酒

こころの健康
次世代の健康
高齢者の健康
社会参加・地域のつながり
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分野毎の主な取組と指標の例
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取組分野 主な取組 指標例

がん がん検診の受診勧奨
普及啓発の強化

がん年齢調整死亡率
検診受診率

生活習慣病 健康診査の受診勧奨
心疾患年齢調整死亡率
脳血管疾患年齢調整死亡率
健診受診率

栄養・食生活 （食育推進計画）
毎日朝ごはん/主食・主菜・副菜/減塩

朝ごはんを食べない人の割合
野菜摂取量、塩分摂取量

運動 日常的な運動習慣/スポーツ習慣 運動習慣のある人の割合

休養・睡眠 十分で質の良い睡眠 休養が取れていない人の割合

歯・口腔の健康 歯科疾患予防と口腔機能維持
かかりつけ歯科医の推進

むし歯、歯肉炎等の割合
8020達成者の割合

たばこ・飲酒 禁煙・受動喫煙対策/過量飲酒対策 喫煙率、妊婦喫煙率

こころの健康 気づき、支える/相談支援体制の強化 自殺死亡率

次世代の健康 妊娠～若年期の健康習慣づくり
プレコンセプションケアの推進

若い女性のやせの割合
朝食・運動習慣のある子どもの割合

高齢者の健康 フレイル予防/生きがい 65歳健康寿命、フレイル該当率

社会参加 地域まつり、スポーツなど地域活動への参加 地域活動団体数



計画の推進主体
区民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むために、区及び関係
機関等がそれぞれの役割に応じた取組を実施するとともに、相互に
連携することにより区民の取組を支援

区民

事業者
保険者

医療関係
機関

区
（行政）
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計画の推進主体
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事業者
保険者

医療関係
機関

区
（行政）

区民

・健康づくりに主体的に取り組み、
生活習慣病の発症予防、早
期発見・治療、重症化予防に
努める

・家庭や子どもと関わる場面で
協力して、子どもの頃からの健
康的な生活習慣づくりに取り組
む

・ボランティアや地域行事、ス
ポーツ活動への参加などを通じ
て、地域とつながり、心身の健
康を保つ



計画の推進主体
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区民

事業者
保険者

区
（行政）

医療関係
機関

・区民の生活習慣病の予防、
早期発見・治療、重症化予防
のための指導助言を行い、適切
な医療を提供する

・専門性を活かし、他の推進主
体と連携して健康づくりに参画す
る



計画の推進主体
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区民

医療関係
機関

区
（行政）

事業者
保険者

・従業員や被保険者に対する
健検診の実施や普及啓発を
行い、健康づくりを支援

・従業員等の健康づくりに積極
的に取り組み、健康経営を推
進

・提供するサービス等を通して区
民の健康増進を図る



計画の推進主体
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区民

事業者
保険者

医療関係
機関

区
（行政）

・健康づくりが一層進むよう普及
啓発や施策を実施

・関係機関等との連携を深め、
地域一丸となった健康づくりを
推進

・計画の評価を行い、区民、関
係機関等と共有することで計
画の実効性を高める



11出所：厚生労働省 健康日本（第三次）参考資料



プレコンセプションケア
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• プレコンセプションケアは、将来の妊娠
を考えながら女性やカップルが自分た
ちの生活や健康に向き合うこと

• 女性の社会進出に伴う初婚年齢の
上昇など、妊娠・出産に関する社会
環境が大きく変化

• 不妊や低体重出生児の危険因子
• やせや肥満
• 運動不足
• ストレス・睡眠不足
• 喫煙・アルコール

→健康づくり全般の取組が必要

・知識の普及と相談・支援体制の強化



自然に健康になれる環境づくり

13出所：健康日本21（第三次）推進のための説明資料を基に作成

•身体活動・運動の不足は、生活
習慣病による死亡の要因として、
喫煙、高血圧に次ぐ３番目の危
険因子

•身体活動・運動の向上には、個
人の行動変容を促すための社会
環境の影響が大きいが、現代社
会は、機械化・自動化・移動手
段の変化等により身体活動量が
減少しやすい環境にある。健康づ
くり対策を進める上で、地方自治
体が、住民が身体活動・運動に
取り組みやすいまちづくりを積極的
に推進していくことは重要



医師会や企業との協働、健康経営の推進

14出所：健康日本21（第三次）推進のための説明資料を基に作成

• 日本の労働者の半数超が仕事に関して
強い不安やストレスを感じている。労働
者の健康確保対策においては、特にメン
タル不調や過重労働による健康障害が
課題となっている。

• 健康経営は、従業員に対する健康づくり
を行うことで、従業員の活力向上や生産
性の向上など組織活性化、ひいては業
績向上や株価上昇につながる。地方公
共団体が企業と連携した取り組みを進め
ることで、地域全体でより効果的効率的
な健康づくりを進めることが可能となる。

• 勤務時間内に一定の休息時間を設ける
勤務間インターバル制度は、従業員の睡
眠時間の確保、健康維持につながるもの
であり企業における取組を広げることも必
要



ICTを活用した健康施策
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• PHR（PersonalHealthRecord:
個人の健診結果や服薬情報等）を
本人や家族、医療機関等が把握で
きる仕組みの積極活用により、個人
の健康づくりや医療の向上を図る
• 乳幼児健診、自治体健診、事業主健診、

学校健診、予防接種、医療、調剤など

• SDGsアプリや快眠健診など、ICTを
活用して個人の健康づくりへの動機
づけをしたり、関心を高める取組を推
進

• 国保データベースなど、データを活用
して区民の健康状況を捉え、より実
効性のある健康施策を実施



おわりに

1998（平成10）年
WHOは「健康の社会的決定要因」を定義し、取組として以下の重要性
を提唱

• 『ＨｉＡＰ（Health in All Policies:すべての政策に健康の視点を）』
• 『コミュニティが主導する健康づくり』

2005（平成17）年以降

WHOは健康づくりの『Implementation（実効性・実装）』を繰り返し
強調

区及び関係機関等がそれぞれの役割・取組を進める中で、
連携協調して区民の健康を高め、

“誰もが健康を心がけ、いきいきと暮らしている”まちの実現を
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